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平成２９年度 城東区区政会議地域防災防犯部会（８月） 

                        日時：平成２９年８月２１日 

 

○髙木部会長  それでは定刻になりましたので、ただいまから平成２９年度城東区

区政会議地域防災防犯部会８月部会を開催いたします。まず最初に、事務局より事務

連絡があるようですので、事務局、よろしくお願いいたします。 

○縣総務課長  皆さん、こんばんは。総務課長の縣でございます。失礼して座らせ

ていただきます。 

 地域防災防犯部会の開会に当たりまして、事務連絡をさせていただきます。  

 まず、本日の手話通訳の方を紹介いたします。手話通訳を担当いただきますのは、

城東区手話サークルひだまりの皆さんでございます。委員の皆様におかれましては、

発言に当たりまして、マイクを通して、少しゆっくり目に話していただければ幸いで

す。マイクは、区の職員がお持ちいたします。  

 次に、区政会議は公開の会議です。報道機関に写真撮影を許可しております。また、

議事録を作成する必要があるため、会議を録音させていただいております。加えまし

て、本会と同様にユーストリームによりますライブでのネット配信を行っております

ので、御了解をお願いいたします。 

 続きまして、委員名簿につきましては、事前にお送りしておりますので、そちらを

御参照ください。 

 なお、この部会では部会長は髙木委員、副部会長は安田委員にお願いしております

が、規約上、部会長、副部会長もみずからの意見を述べることができるとなっており

ますので、あわせて、よろしくお願いいたします。  

 次に、区役所でございます。最初に、区長の松本から御挨拶申しあげます。 

○松本区長  皆様、こんばんは。城東区長、松本でございます。委員の皆様方にお

かれましては、朝夕多少暑さも和らいできたんですけれども、まだまだお暑い中、そ
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してお忙しい中、７月１８日の区政会議本会に引き続きまして、本日、地域防災防犯

部会のほうに御出席を賜りまして、まことにありがとうございます。  

 本日の会議では、先の本会での議論を引き継ぎまして、城東区将来ビジョンの防災

防犯に関します点につきまして、忌憚のない御意見を頂戴いたしたく、また、皆様方

からいただきました御意見につきましては、十分参考にさせていただきまして、将来

ビジョン、並びに、並行して検討を進めております区の運営方針、こちらの策定のほ

うに生かしてまいりたいと考えております。  

 それでは、活発な御議論をお願い申しあげまして、開会に当たりましての挨拶とさ

せていただきます。どうぞよろしくお願い申しあげます。 

○縣総務課長  次に、副区長の奥野でございます。  

○奥野副区長  副区長の奥野でございます。本日、よろしくお願いいたします。  

○縣総務課長  そのほか、関係職員も出席させていただいております。よろしくお

願いいたします。 

 次に、本日、お手元に配付させていただいております資料の確認をさせていただき

ます。 

 まず、１枚物で次第でございます。それから、こちらは事前に送付させていただい

ております部会の名簿でございます。別紙２、これは本日配付させていただいており

ます配席図でございます。資料１、こちらは事前に送付をさせていただいております

が、７月の区政会議本会での意見、質問への区の考え方でございます。次に、資料２

につきましては、前回御協力いただきましたアンケートの集計結果でございます。資

料３につきましては、御意見シートでございます。さらに、本日、別に配付させてい

ただいております市政改革プラン２．０（区政編）につきましては、先日の本会で御

意見を頂戴いたしましたが、パブリックコメントを踏まえまして、８月９日に策定さ

れております。本日の区政会議では、直接こちらについて御意見はいただきませんが、

区役所において取り組む事項につきましては、市の方針といたしまして、各区の運営
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方針に盛り込むこととされております。これにつきましては、１０月の本会で報告を

させていただきたいと考えております。区政会議のことにつきましても、触れており

ますので、またごらんいただけたらと思っています。 

 さらに、案内文で、前回の会議の資料もお持ちいただきますようにとお願いしてお

りましたが、お持ちいただいてますでしょうか。本日は、前回の会議のときに使いま

した資料２、次期城東区将来ビジョンの方向性を中心としながら、資料３の将来ビジ

ョン検討資料集、こちらも触れていきたいと思っております。御準備いただいていま

すでしょうか。 

 さらに、本日、机に資料といたしまして、２枚物、ホチキスでとめましたひったく

り発生件数の推移も配付をさせていただいております。無いようでしたら、お申し出

ください。 

 資料の確認については、以上です。  

 部会長、よろしくお願いします。 

○高木部会長  それでは、議事に入りたいと存じますが、まず本日の進行を説明し

ます。次期将来ビジョンの方向性について、事務局より説明していただき、議論に入

ります。その後、２０時３０分をめどに会議を進め、延長がありましても、２１時に

は終了してまいりたいと存じますので、皆様、御協力のほど、よろしくお願い申しあ

げます。 

 それでは、議題について、事務局より説明をお願いいたします。 

○縣総務課長  総務課長の縣でございます。 

 最初に、資料１につきまして、若干補足説明をさせていただきます。 

 資料１につきましては、先日の区政会議でいただきました御意見と質問、それに対

する区の考え方でございます。本日の議論の参考にしていただけたらと思うんですけ

れども、今回から、資料の一番左端のところに対応状況という欄を設けさせていただ

いております。ごめんなさい。左端でなくて、右端ですね。対応状況という欄を設け
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させていただいています。その中に、要検討、こちらでいきますと、二つ目の項目で

す。区政会議専門部会の構成についてというところが、対応状況のところの一番上に

要検討というふうになっているかと思います。こういった形で、要検討につきまして

は、これから予算要求等に向けまして、引き続き検討させていただく内容になってお

ります。この要検討に分類している事項については、方向性が決まりましたら、改め

て報告させていただきますので、よろしくお願いいたします。  

 それでは、先日の本会で概要を説明しました次期将来ビジョンにつきまして、おさ

らいということになりますけれども、簡単に概略を説明させていただいた後、各施策

の方向性を担当から説明させていただき、後ほど、御意見をいただきたいと思います。 

○綿世企画調整担当課長代理  皆さん、こんばんは。企画調整担当課長代理の綿世

です。 

 それでは、私のほうから、７月の区政会議の本会でも説明させていただきましたけ

れども、お手元の資料２、次期城東区将来ビジョンの方向性につきまして、御説明を

申しあげたいと思います。それでは、座って説明をさせていただきます。  

 資料２ですけれども、私からは、この区役所案の全体概要につきまして説明を行い

まして、その後、各施策の詳細な説明については、担当から説明を行い、御意見を頂

戴したいと考えております。  

 １ページ目ですけれども、この将来ビジョンは、五つに分けて構成をさせていただ

いております。一つ目が将来ビジョンとはというところ、二つ目が現状と課題、将来

像と基本理念、施策の方向性と内容、ビジョンの推進に向けてという五つに分かれて

おります。 

 ２ページ目ですけれども、まず一つ目、将来ビジョンとはというところでございま

す。将来ビジョンは、区の将来像の実現に向けた施策展開の方向性を取りまとめたも

のでございまして、その将来ビジョンに基づく単年度のアクションプランとしまして、

区の運営方針をつくっております。左下にございますけれども、平成２５年４月に策
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定しました現在の将来ビジョンが、今年度で期限を迎えますので、来年度の運営方針

をつくる前に、来年度以降の新たな将来ビジョンの策定が必要になってくるという状

況でございます。 

 ３ページ目に移らせていただきますけれども、城東区の現状がどのようなものなの

かということの主な統計データを抽出させていただいております。  

 ４ページ目に移っていただきまして、②としまして、区民アンケート等から見る区

民意識の現状というところでございます。三つ目のところでは、地域活動に参加して

いる区民の割合が１２．１％ということで少ない状況があります。また四つ目のとこ

ろで、区役所からの情報発信の内容が十分だと思う区民の方の割合が２７．９％と、

十分だと思う方が、４分の１程度の方しかおられないというふうな状況でございます。

「区役所が重点的に取り組むべきことは何だと考えていますか」という問いに対しま

しては、防災・防犯が４１．９％、子育て支援・健全育成が１３．９％、真ん中のと

ころですけれども、福祉・保健のところが１９．１％と高くなっているような状況が

ございます。 

 ５ページ目ですけれども、続いて、この現状を受けた課題認識でございますけれど

も、一つ目のところですが、少子高齢化が進む中で全ての人が安心して暮らせるよう

な地域づくりには、地域活動の担い手や参加者を広げていくことが大変重要な課題と

いうことがあります。そのためには、情報発信が必要であるということ、また地域に

おいて、現在取り組まれております区民主体のまちづくりを生かしながら、引き続き

「住のまち」として、豊かなコミュニティづくりに取り組んでいく必要があるのでは

ないかと考えているところでございます。  

 ６ページ目ですけれども、これからのビジョンの将来像と基本理念でございます。

基本的には、今まで取り組んでまいりました流れを、そのまま引き継いで実施してい

くという方向で考えております。将来像としましては、住んでよかったと思える町。

基本理念としましては、温かいまち、住民主体のまち、全ての人が安心して暮らすこ
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とのできるまちの、この三つを基本理念として、平成３０年度から５年間取り組んで

いきたいと考えております。  

 ７ページ目ですけれども、施策の方向性と内容ということで、四つ書かせていただ

いております。「コミュニティ豊かなまちに」「地域で支えあう安全で安心なまち

に」「未来を切り開く子どもを育むまちづくり」「地域が支えあい住みなれた場所で

安心して暮らせるまちへ」と書かせていただいております。この四つを重点的に取り

組む施策と考えているところでございます。  

 ８ページ以降ですけれども、これは各施策ごとに取り組み内容を記載しております

けれども、この後、防犯防災部会の内容につきまして、担当から説明をさせていただ

きたいと思います。 

 それでは、１６ページまで飛ばしていただきまして、よろしいでしょうか。１６ペ

ージまで行かせていただきました。５番のビジョン推進に向けてというところでござ

います。引き続き、信頼される区役所づくりを進めていくことが大変重要でありまし

て、また、地域に最も近い行政機関として、適切な地域ニーズの把握を行い、情報発

信を今後とも進めていく必要があるということを記載しております。 

 １７ページですけれども、参考としまして、策定までのスケジュール案を記載して

おります。本日の部会でさらに議論をしていただきまして、その修正案を素案として、

新たな区政会議の委員の方になりますけれども、１０月の本会でお示しをし、また部

会でも御議論をいただきたいと考えております。また、同時並行で広く区民の方に意

見募集も行ってまいりたいと考えております。  

 また、右側の平成３０年度の運営方針につきましても、将来ビジョンの素案ととも

に、それに沿った内容で１０月の本会で素案の提示をさせていただきたいと考えてお

ります。そして、将来ビジョン、３０年度の運営方針ともに、最終的には今年度末に

は確定していきたいと考えておるところでございます。  

 本日は、地域防災防犯部会ですので、防災防犯にかかわる内容にということで、こ
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の資料の１０ページ、１１ページの部分につきましては、市民協働課長の米田より説

明をさせていただきたいと思います。  

 私からは以上です。 

○米田市民協働課長  改めまして、こんばんは。市民協働課長の米田でございます。

どうぞよろしくお願いします。それでは、座って御説明をさせていただきます。  

 それでは、お手元の資料２、次期城東区将来ビジョンの方向性の、今、綿世代理の

からありました１０ページ、１１ページ、「地域で支えあう安全で安心なまち」につ

いて、御説明をさせていただきます。  

 まず、１０ページ、現状の項をごらんください。まず、防災関係についてですが、

ここに書いておりますように、城東区は、旧大和川流域に属します市内東部の低湿地

帯に属しております。標高は１から２メートルと区域全般に低く平たんでありまして、

東西には寝屋川、第二寝屋川、南北には城北川、平野川、平野川分水路などが流れ、

昨今のゲリラ的な豪雨などの大雨が降りますと、浸水被害を受けやすい地理的な条件

になっております。また、マグニチュード９クラスの南海トラフ巨大地震が発生した

場合には、城東区内では、最大震度６弱が想定されておりまして、あわせて寝屋川と

城北川の交差いたします古堤橋付近から西北方向にかけまして、この間も４丁目の交

差点、あるいはこの付近から、なおまだ西北方向に津波浸水被害があるとされており

ます。 

 次に、犯罪の発生件数について、本日はせっかくの機会でございますので、少し詳

しく説明をさせていただきます。  

 お手元にお配りをしております、別とじの表をごらんください。街頭犯罪７手口に

ついて、ただいまから御説明をさせていただきますけれども、まず、ひったくりにつ

いてでございます。ひったくりにつきましては、ここにございますように、平成１２

年がピークでございまして、大阪府全体で１万９７３件ということでございました。

当時、いわゆる全国でワースト１と言われた頃の数字でございます。その後、ちょっ
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と年度が飛んで、データがございませんのであけておりますけれども、平成１６年に

は、大阪府全体で６，４０３件、大阪市全体で３，１８７件、城東区内でも１１９件

になっております。その後、その前後含めまして、警察の取り締まり強化はもちろん

のこと、ひったくり防止カバーの取りつけなどのキャンペーンによります効果、さら

には地域の皆様の御協力などを得まして、着実に減少をしておるところでございます。

平成２８年、右から二つ目の欄でございますけれども、大阪府全体で８０６件、大阪

市全体では４８８件、城東区内では１１件と、平成１２年当時から比べますと、相当

数減ってきた、具体的な効果を上げてきたというところでございます。しかしながら、

城東区内では、平成２９年の１月から６月、一番右の欄でございますけれども、１月

から６月につきましては、既に８件発生しておりまして、その後の７月２３日の早朝

に今福西、今福東、東中浜で同じ時間帯に連続して３件のひったくりが発生するとい

うことで、既に昨年と同じ１１件ということになっておるところでございます。  

 資料の裏面をごらんください。街頭犯罪７手口の過去５年間の発生件数の推移を表

にしてみました。ただいま説明しましたひったくり、それから、路上強盗、オートバ

イ盗、自転車盗につきましては、年々減少してきているところでございますけれども、

表に色をつけております車上狙い、部品狙い、自転車盗につきましては、年によって

の増減はあるものの、余り減少していないというような状況になっております。参考

にでございますけれども、この中で部品狙いにつきましては、先日、警察の生活安全

課ともいろいろ意見交換をしたんですけれども、お聞きしますと、件数の８から９割

ぐらいが、いわゆるナンバープレートをとられているということだそうでございます。

盗んだナンバープレートを使いまして、それを若干改造して、犯罪に利用されている

というふうに警察署のほうからもお聞きをしているところでございます。  

 それから、女性やこどもを狙った犯罪も数多く発生している状況でございます。さ

らに、ここには記載はしておりませんけれども、特殊詐欺についてでございますが、

昨年１年間、大阪府下全体で約１，６００件の特殊詐欺が発生しております。被害額
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は、大阪府全体で５２億円、大阪市内では約４００件で被害額は約１８億円と警察署

からもお聞きをしているところでございます。そのうち、件数で最も多いものにつき

ましては、還付金詐欺がその件数の約４５％を占めております。被害額では、架空請

求、これが約４８％というような状況になっておるところでございます。  

 先ほどの将来ビジョンのほうに戻っていただきまして、１０ページの中段、分析の

項をごらんいただきたいと思います。昨年実施いたしました区民アンケート調査では、

「地域の防災訓練などの防災活動に参加したことがあるか」とお聞きしましたところ、

「活動は知っているが参加したことがない」が最も多くて、４０．４％、「活動して

いることは知らなかった」が２番目に多く、３４．４％、「参加したことがある」が

３番目で、２３．９％となっております。その中で年代ごとに分析をいたしますと、

２０歳代の方につきましては、「参加したことがある」が５．７％と最も低く、「活

動していることを知らなかった」が６９．８％と、年代の中では最も多い状況になっ

ております。これにつきましては、年齢層が上がるにつれまして、参加したことがあ

るがふえてまいりまして、一方で、活動していることを知らなかったが減る傾向にあ

ります。年齢層と反比例する傾向を示しているというふうになっております。  

 次に、「あなたのお住まいの町が安全で安心だと感じますか」という問いに対しま

しては、「感じる」、これは「感じる」と「ある程度」の合計でございますけれども、

回答した方が７９％。「感じない」、これは「感じない」「余り感じない」の合計で

すが、と回答した方が２０％となっておるところでございます。  

 次に、地域の防犯活動のうち、参加したいと思うもの、これは複数回答可で回答を

いただきましたけれども、それについて聞きましたところ、「参加したくない」とい

うのが３６．９％で最も多く、２番目は、「子ども見守り活動」が２５．０％、次に

「歳末夜警」などが１８．０％、「青色防犯パトロール」が７．０％と最も低い状況

になっております。その下の欄、課題でございますけれども、災害発生直後は地域の

自主防災組織による安否確認や救出救助等の共助の取り組みが極めて重要になってお
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ります。しかしながら、地域活動の担い手不足などもありまして、組織構成員や防災

リーダーの高齢化が進んでいる状況にあります。区内の住民の高齢化も進んでおり、

地域で実施をいたします防災訓練への参加者も高齢者の方が多く、若年層の参加促進

や災害発生時の避難行動要支援者に対する取り組みが重要になっているところでござ

います。 

 街頭犯罪件数につきましては、先ほど申しあげましたように、全体の件数は減少し

ておりますが、特にひったくりについては、効果が上がっているものの、車上狙い、

部品狙い、自転車盗については件数が多いことから、引き続き街頭犯罪の抑止に向け

た取り組みが重要であると考えておるところでございます。  

 次に、１１ページの戦略とめざす将来像について、説明をさせていただきます。ま

ず、上の欄、「自助・共助を基本とした災害に強いまちづくり」、いわゆる防災でご

ざいますけれども、戦略といたしましては、災害に強い町をめざしまして、地域ごと

の防災計画の策定や防災マップの作成支援を行うとともに、城東区の防災拠点を活用

しました城東区防災訓練の実施、地域で開催をいたします避難所開設訓練や図上訓練

等、各種防災訓練の充実を図ってまいりたいと考えております。 

 また、子育て世代向けやマンション住民向けの防災出前講座を開催し、幅広い層の

住民の方に自助・共助や地域における人と人のつながりの重要性など、防災意識の向

上に努めてまいりたいと考えております。また、引き続き、避難行動要支援者を対象

に地域との情報共有を進めてまいります。  

 その下の欄、「めざす将来像」につきましては、住民各自が日頃から災害に対する

備えを行い、災害が発生しても、避難行動要支援者を含めた地域の住民同士が助け合

い、安全な環境で避難所を開設・運営できる状態をめざしてまいります。目標につき

ましては、区民アンケートで地域が防災活動に取り組んでいると思う区民の割合、平

成２８年度実績５１．３％を平成３４年度末までに７０％以上をめざしてまいりたい

と考えておるところでございます。  
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 その下の欄、「犯罪の少ない安全で安心なまちづくり」についてですけれども、戦

略といたしましては、犯罪の少ない安全で安心なまちづくりをめざしまして、地域の

皆様及び警察署と協働・連携をいたしまして、車上狙い、部品狙い、自転車盗などの

減少に向けた啓発を強化してまいります。また、こども１１０番の家や子ども見守り

活動等を積極的に支援しまして、地域における防犯力の向上を図ってまいります。さ

らに、引き続きまして、防犯カメラの設置事業にも取り組み、犯罪抑止力の向上を図

ってまいりたいと考えております。  

 「めざす将来像」につきましては、地域防犯活動に多くの住民が参加し、地域にお

ける防犯力の向上をさせることで、住んでいる町が安全で安心だと感じて暮らすこと

ができる状態をめざしてまいります。目標につきましては、防犯啓発活動が犯罪の発

生抑止につながっていると感じている区民の割合を、ここでは●％というふうに記載

をしておりますけれども、この部分はこれまで区民アンケートを実施しておりません

でしたので、今年度の区民アンケートでこの内容をお聞きいたしまして、目標値もそ

の結果をもって決めてまいりたいと考えておるところでございます。また改めて御説

明をさせていただきます。  

 以上が、次期城東区将来ビジョンの方向性に関する説明ですが、本日は、せっかく

の機会でございますので、お時間を若干拝借いたしまして、本部会に関連をいたしま

す項目を御報告させていただきます。  

 先ほどの２枚物、本日お配りした資料の２ページ目をごらんください。「マンホー

ルトイレについて」というもの、写真がついた分がございます。城東区では、大規模

災害の発生に備えまして、新庁舎の建てかえにあわせて、一昨年、平成２７年度に新

庁舎及び隣接いたします蒲生グラウンド、蒲生中学校におきまして、防災拠点化の事

業を実施し、平成２８年４月には、広域避難場所の指定を受けてきたところです。こ

れに加えまして、広域避難場所の機能強化を図ります観点から、マンホールトイレの

設置について、建設局にお願いをしてきたところです。そして、この８月末に完成予
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定をしておりますので、この場をおかりいたしまして、部会の委員の皆様に御報告を

させていただきます。 

 マンホールトイレについてでございますけれども、通常時は、いわゆる路面にマン

ホールのふたがされているというだけでございます。必要時にそのマンホールのふた

をあけまして、その上に仮設のトイレの便座とテントを設置して、災害時にはトイレ

として使用ができるものです。お手元の写真では、左上が通常時のマンホールのふた

がされている状態でございます。その右側が、仮設便座を設置している状態、下段の

ほうが、その上に仮設のテントを設置いたしまして、トイレとして使用できる状態と

なってございます。裏面をごらんいただきますと、設置場所のイメージ図をつけさせ

ていただいております。具体には、蒲生グラウンドの西側のネットフェンスに沿って

２０基を設置いたしました。マンホールトイレについては、以上でございます。  

 これにつきましては、９月１日のふれあい城東で区民の皆様にもお知らせをしてま

いりたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。  

 それともう１点、本日資料等は御用意しておりませんけれども、交通安全関係に関

します内容について、口頭で御報告させていただきます。  

 具体には、城東区内の交通死亡事故についてでございます。城東区内の交通死亡事

故についてですけれども、一昨年の平成２７年３月１９日から、約２年５カ月間、２

９カ月間連続で区内の交通死亡事故件数がゼロを更新しております。これも地域の皆

様の交通安全意識の高揚や御協力のたまものと考えておりますので、ここで御報告を

させていただきます。 

 私からの説明は以上でございます。どうもありがとうございます。  

○髙木部会長  それでは、これより議論に入ります。  

 では、御意見がございましたら、どなたからでも結構でございますので、挙手の上、

お名前を名乗っていただいた上で、御発言をゆっくりお願いします。  

 それでは、何か意見がございませんでしょうか。大森委員。 
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◯大森委員  東中浜の大森です。どうぞよろしくお願いします。  

 ただいま説明していただきましたマンホールトイレですけれども、これが蒲生の広

域避難場所に１カ所ということですけれども、今後、こういう設置をどのようにお考

えをされているか、ちょっとお聞きしたいんですけれども、よろしくお願いいたしま

す。 

○髙木部会長  米田課長、お願いします。今、大森さん言われたように、今の場合

ですと蒲生公園だけで、ここへ来られた方だけで、そのことを言われていると思うん

です。 

○米田市民協働課長  すみません。ちょっと私のほうもこの間、マンホールトイレ

の設置状況について、詳しく皆様方に御説明をしておりませんでしたんですが、実は、

建設局のほうで既に１１カ所について設置をされております。鴫野西のさくら公園、

それから蒲生南公園、蒲生中学校の中、それから新喜多東の布屋公園、古市中公園、

南今福公園、それから城北川の遊歩道、それから中浜下水処理場内、成育西公園とい

うことです。ちょっと順番に読み上げさせていただきましたけれども、そういったと

ころにそれぞれの場所での設置数は非常に少ないですけれども、これまで整備をされ

てきているところでございます。今回、蒲生公園内の西側沿道付近に２０基を設置し

てきたというところでございます。  

 今後につきましてですけれども、何分マンホールトイレの設置となりますと、いわ

ゆる下水道へのつなぎ込みとか、非常に技術的な問題が、設置場所についてもどうし

ていくかというようなことで、我々サイドだけではなかなか決められない問題もござ

いますけれども、基本的には、区内の、例えば避難場所に設置できればというふうに

考えておりますけれども、建設局と御相談させていただきながら、具体的に、建設局

は建設局でオール大阪の中で計画をつくっていることもございますので、意見として

は、建設局のほうには申し入れをしていきたいと考えております。 

 以上でございます。 
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○髙木部会長  どうぞ。 

○大森委員  地域で下水のマンホールが結構あると思うんですけれども、いざとい  

うときには、そこで用を足してもよろしいんですかね。  

○米田市民協働課長  先ほどの写真をちょっとごらんいただきたいんですけれども、

実はマンホールトイレのふたが、いわゆる通常は丸の円形のふたですけれども、マン

ホールトイレというのは、いわゆる昔の和式便所型の四角い状態です。通常のマンホ

ールのふたをあけますと、人間一人がすぽっとはまるぐらいですので、そこを使って

いただくというのは非常に危険性もございますので、それはちょっとやめていただけ

たらなと思います。 

 また、蒲生公園に来られたときに、きょうは晩ですからごらんいただけないと思う

んですけれども、通常の円形のふたのところに四角いふたが、いわゆる二重ぶたにな

っているやつがございまして、それを利用すれば、マンホールトイレとして利用がで

きるということですけれども、その辺のところは、技術的な問題もございます。下水

道を担当しています建設局自身が、その辺のところをどのように考えているのかとい

うのはちょっと私も聞いたことがございませんので、またちょっと調べておきたいと

思います。 

 以上です。 

○大森委員  たしか下水道マンホールは６００ぐらいの大きさがあると思うんです

けれども、あのふたも結構重たいので、道具がなければね、あけられないと思うんで

すけれども、するとこなかったら、いざというときはあけてでも我々はしたいと思い

ますので、その辺また了解を得ておいてください。お願いいたします。  

○髙木部会長  安田委員。 

○安田委員  今のトイレに関連してね、このマンホールトイレについてということ

で、こう見たら、ええなっていうのはわかるんやけど、いわゆるマンホールは下から

持ち上がるわけですよね。この椅子みたいなやつとかね、それから隠すテント、これ
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は近くにあるんかなと思うので、ちょっとお聞きしたいなと思うんですけれども。  

○米田市民協働課長  説明不足で申しわけございません。今回、広域避難場所蒲生

公園の中に２０基をつくりましたんで、この部分の分につきましては、便座とその手

すり、それから上に乗せるテント、いわゆるこれが一式になるんですけれども、必要

台数２０台分については、今回我々区役所のほうで購入をさせていただきました。区

役所で保管をして、発災時には区役所から持って出て設置をしていくというふうに考

えております。それ以外は、先ほどちょっと申しあげた区内にあるマンホールのとこ

ろまで若干手が回っておりませんけれども、ちょっとそこは今後の予算の関係も考え

ながら、具体的にどこで保管してもらうかといった問題もありますし、例えば、組み

立てていただくことも含めて、地域の方と調整をしておかないと、物だけ買っても、

いざとなったときに役に立たんということになってはいけませんので、ちょっとそん

なことも含めて、検討はしていきたいと考えております。貴重な意見、どうもありが

とうございます。 

○髙木部会長  米田課長ね、各校区で大体避難場所は小学校、決まってはないんで

すけれども、大概のところが小学校にということになっておるんですが、その小学校

にこういうトイレを下水のほうへ設けてもらうようなことが一番ありがたいなと。何

かあったらそこへ避難するんですのでと思っておるんですが。  

○米田市民協働課長  部会長おっしゃるとおり、災害が発生しますと、避難場所で

あります小学校、中学校、高等学校と合計２６カ所ありますけれども、そこに避難を

されてこられますので、理想はですね、そこにマンホールトイレが一定台数あればと

いうことだと思いますが、なかなか予算の都合ですとか、実際に設置するときのいろ

んな問題、クリアしていかいといけない問題等々ございますので、その辺のところは

大阪市全体の防災計画の中でどういうふうに位置づけられているかも含めて、確認を

した上でできるだけその方向では進めてまいりたいと考えますが、なかなか難しい問

題もあると思います。 
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 災害時のトイレが非常に重要な問題だと思っておりますので、今回マンホールトイ

レということで御説明させていただいていますけれども、それ以外で、避難場所のほ

うには、いわゆる簡易トイレとして使える物をテントも含めて、置かせていただいて

いますし、あと既存のトイレでも水の確保というのが非常に、後、流すのが大変です

けれども、水の確保ができれば一定使える状態にあるのかなというふうに思いますの

で、そんなこともいろいろ組み合わせていきながら考えてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○髙木部会長  ありがとうございます。ほかに。どうぞ。  

○内山委員  公募委員の内山です。今のトイレの問題でも、地域にそれぞれ、先ほ

ど名前を挙げられたところでどういうふうに運営していくのかということになると、

やっぱり地域の振興町会とか、そういうところとのやっぱりことが密になっていかざ

るを得ないし、やっぱりそこに担ってもらわないと運営できないわけですけれどもね。

先ほどあった地域で支え合う安全で安心な町にというところでも、現状や分析・課題

で高齢化が進んでいると。それで参加する人が少なくなってきているというふうに言

われて、分析された。そして、どうやっていくのかというたら、出前講座やって意識

をね、啓蒙活動やっていくんやと。私、それだけではね、やっぱり参加していただく

ということがね、この目標が、現在５１％で、７０％にしていくというのが、そうい

う啓蒙・啓発活動だけでこれができるのかといったら、私はちょっと疑問だと思うん

ですね。やっぱり地域の振興町会がいかにやっぱり身近に感じて、住民の方がやっぱ

りあっ、町会っていうのは我々にとって身近やなというふうに感じるようにしていか

なあかんわけですね。それはやっぱり町会の方々も一生懸命努力されていますけれど

も、私はたまたま鴫野に住んでいるんですけれども、やっぱりこの間やっていた盆踊

りとか、運動会でも、やっぱり担い手が少なくなってきているから、運動会もどうし

ようかというふうなアンケートをとったりしているわけですけれども、やっぱりそう

いう住民が町会の活動に参加して、身近に感じれば、そういう防災活動でもお互い一



－17－ 

緒にやっていこうかなということになるわけで、そういう点では、この間やっぱり地

域に対する補助金の削減とか、そういうことでやっぱり町会やっている人がもうやる

気をなくしてきている一面もあるわけで、やっぱりそういうところも日常的な町会活

動が、ああ、町会ってやっぱり身近やな、おもしろいな、楽しいなっていうふうなこ

とと、この防災活動等はやっぱり密接につながって、私はいくと思うんですよ。  

 ただ、いや、いざ大変や、参加せえだけではなくて、そういう点では、人とお金と

いうかな、補助金っていうのはもう密接につながってて、やっぱり町会の活動が、あ

っ、おもしろいな、楽しいな、こどもを連れていこうかとか、うちなんかも夫が、町

会やっておる、この間もペットボトルのなんかやってね、そういうやっぱりこどもさ

んからやっぱり町会に参加するような努力もしているんやけど、やっぱりそういう点

では、補助金の見直しとか、削減というのは、やっぱりもっとこの辺の、直つながら

ないけれども、やっぱりそういう日常的な振興会の、町会の活動に参加できる土壌を

つくっていくということが、私は大事で、ただ単に防災の学習会や出前やだけでは、

そういうやっぱり参加はふえていかないと思うので、そういうやっぱり全体としての

地域の活動っていうね、観点を重視してほしいなと思います。  

 以上です。 

○米田市民協働課長  大変貴重な意見、どうもありがとうございます。大阪市から

の、いわゆる地域に対します補助金でございますけれども、現在、地域活動協議会に

対しまして補助金ということでお渡しをさせていただいております。この間、城東区

につきましては、一定額の確保をさせていただきまして、昨年度と今年度については、

ほぼ同額の額をというようなことにはできるだけ努めさせていただいております。た

だ、地域の会長様方初め、会計の皆さん方からは、この間、区長とも地域を回らせて

いただいている中で、なかなか使い勝手の問題ですとか、非常に事務的に煩雑であっ

て、大変苦労しているんだといったようなこともお聞きをしております。その辺につ

いても我々できる範囲の中で考えていきたいち考えておるところでございます。  
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 それと、内山さんおっしゃいますように、確かに防災だけでそのことを皆さんに知

らしめるというのは、おっしゃるとおりだと思います。日常的につながりがあって、

いろんな場面で、例えば運動会で顔を合わせる、あるいはそれ以外のところで、それ

こそ挨拶から始まって、いろんな活動に皆さんが参加していって、その一環の中に防

災も含まれるのかなというふうに考えております。基本的には私ども区役所といたし

ましては、いわゆる顔が、人と人の顔の見える関係を日常、やはり地域の中でつくっ

ていただくことが大事かなと。挨拶でしたりとか、あるいは数十年前ぐらいの地域で

したら、どこどこの家はあの人、おあばちゃん一人やから誰かが気をつけて見といた

らなあかんでとかいったようなことを地域の中で一定、皆さん御存じだったという時

代があるんですけれども、それこそマンションが建ってきますと、お隣はどなたが住

んでいるかすらわからないとかいったようなこともございまして、非常にそれは危機

的なことだと我々も感じております。やはり原点に返りますと、日常のつながり、向

こう三軒両隣という、そういうつながりが重要だと感じておりますし、そうしたとこ

ろにつなげていくように地域の方々ともいろいろ意見交換をしながら、地域の中では

いろんな工夫をしていただきながら、そういう地域の関係をつくってまいりたいと考

えておりますので、また御意見がありましたら頂戴したいと思います。どうもありが

とうございます。 

○髙木部会長  今、内山委員から我々の町会に関係しておる者に対して、心強い意

見をいただいたんですが、なるほどそのとおりで、さあ、防災・防犯だ。集まってく

れと言うたって、なかなか集まってももらえないし、だから、ふだんの小さいコミュ

ニティの場所からですね、例えば今言われたように、体育祭とか盆踊りとか、人がた

くさん集まるようなところで、放出で例を出させていただいたら、昔は５０円のごみ

袋一つをみんなに満遍なく運動会の賞品として配ったんですけれども、なかなかそれ

では寄らないと。私が連合会長ではなく、前の連長のときに私は提案として、ふだん

地域に何らかの還元を、町会費も払い、還元していただいているので、年に一遍ぐら
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いは町会の皆さんに、こちらのほうから還元したらどうやということで、２５０円な

り３００円なり、時には、リレーなど恥ずかしかったり嫌やとかいう競技には５００

円ぐらいの賞品を出したり、それは今賞品出すのでも、その地活のほうの補助金では

とてもじゃない、出る金額と違いますので、１００円や８０円や、それ以下とかいう

ものではなかなか集まりませんのでね、我々、地域振興、社会福祉協議会、そのほう

から予算を回して、だから、おかげさんで、各町会で１２町会あるんですけれども、

最低１００人、１，３００人ぐらいは集まってもらっております。その中で、地域で

いろんなこんな活動をしているということをＰＲしまして、人が集まって、だから、

城東区１６校区でも、結構放出は自負するんですけれども、たくさん集まってもらっ

ているんじゃないかなと。もちろん品物で釣っているわけじゃないんですけれども、

そういうの、何かがあったらね、また寄ってもらえるんですよ。それを我々はふだん

の地域に協力してもらっているという、１年に一遍、皆さんにこどもからお年寄りま

で皆出る競技を選んでいますので、そういうような形で、これから地域防災にしても、

皆、こぞって出てもらえるような方針をとっていきたいなと思っております。  

 ほかに何かございませんか。大森さん。  

○大森委員  すみません。前々回ぐらいにちょっと私のほうから提案させてもらい

ましたんですけれども、やはり災害が起こったら、水が一番大事なんですよね。そう

いった意味で、各校下に防災井戸。これは私ども地域に商売している人がおるんです

けれども、「大森さん、５０メートルほど掘ったら、必ず水が出てくるで」っていう

ことで聞いていますので、「予算どのぐらいかかるんや」と言ったら、「２００万円

ちょっとあったらいけるんちゃうか」ということで、ぜひともこれを各校下にちょっ

と防災井戸を掘っていただいて、災害に役立てていただきたいんですけれども、ほん

まに自衛隊が来るいうたって、あっちこっち配水せなあきませんので、自分のところ

回ってきませんので、最低限でも、飲める水、汚かっても、ろ過する機械もあります

ので、ぜひともこの防災井戸をちょっと提案していただきたいと思いますんですけれ
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ども。 

 それとあと一つ、災害避難訓練ですけれども、炊き出しをやっておるんですけれど

も、これも役所からもらったやつをふかしているだけですよね。実際にやっぱり女性

部、女性会の方が野菜を切ったりいろいろ調理して、炊き出しをしたいと思いますの

で、それをするに当たりましては、大きな釜が要るわけですね。ぜひともちょっと釜

を考えていただきまして、訓練のあるときにですね、炊き出しをしたいと思いますの

で、一つ考えていただきたいと思います。  

 以上です。 

○髙木部会長  はい、課長。 

○米田市民協働課長  防災井戸の件につきましては、もう何回か続けて大森委員の

ほうから御意見をいただいているんですけれども、おっしゃるように、掘ることにつ

いてはそれぐらいの金額でいけるんだろうと思うんですけれども、何分、井戸として

の管理をしていかないといけないというようなこともございまして、そういう、いわ

ゆるランニングコストもかかるということで、なかなか限られた区役所の予算の中で

は、いわゆるイニシャルコストとランニングコストをどういうふうにしていくかとい

うことになりますと、ちょっと厳しい状況にあろうかと思います。大阪市の場合、こ

れも以前、御説明をさせていただいているかもわかりませんけれども、災害時の水の

確保というのは、大阪市の危機管理室が具体的には水道局なんかといろいろ調整をし

ながら、水の確保ということに努めております。いわゆる飲み水については、各避難

所に置いていただいております水のペットボトルから始まりまして、発災後何日か後

には、水道局が仮設の水道を設置したりとか、自衛隊も途中できたりとかいろいろご

ざいます。もう一つ重要なのは、生活用の水が、飲み水は三日間程度は各御自宅のほ

うで人数分備蓄をしておいてくださいということでお願いはしているんですけれども、

それ以外でいわゆる日常生活に使う水、先ほど申しあげました、例えば家の中では住

めるんやけど、トイレに水が流れてこないで、トイレが流せないといったようなこと
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ですとか、ちょっとした洗い物とかいうようなことにやっぱり必要になると思います。

飲み水すらなかなか確保できない状況の中で、飲み水用の水を使うんかということに

なかなかならないと思いますので、よく言われていますのは、お風呂のため水をその

まま流さずに置いといていただくと、トイレの水でしたらバケツにくんで流すといっ

たこともできますし、ちょっとそういう工夫はお願いをしたいかなと思っております。 

 防災井戸の件、ちょっと予算との関係でなかなか実現できない状況でございますけ

れども、引き続き勉強はしてまいりたいと思っております。 

 それと避難訓練時の炊き出しですけれども、平成２７年にこの蒲生公園の防災拠点

化をしましたときに、かまどベンチを設置いたしました。通常時はここから北側に出

ていただきますと、前に三つベンチが並んでいますけれども、通常時はベンチとして

使用できるんですが、その上を外すと、かまどとして使えるという物でございまして、

昨年の府の防災訓練におきましても、それを使いまして、炊き出し等をしております。

いわゆる大釜といいますか、寸胴鍋については区役所のほうでも一応訓練用にという

ことでは買っておりますので、もし訓練でお使いになるということでしたら、それは

御活用いただけるかなと。ただ、それを災害時用に地域に配備するとなりますと、ま

たこれ金が要る話でございますので、何分１６地域ございますし、避難場所でいきま

すと２６カ所ということになりますと、掛ける１６であったり、２６であったりとい

うようなことになってまいりますので、それなりの寸胴鍋、いわゆる業務用のやつに

なりますと、結構ええ値段がしますので、ちょっとそこはまた具体的なことも含めま

して、考えておきたいと思います。 

○大森委員  そんなこと言うてたら、何にもできんで。  

○内山委員  それこそ将来ビジョンやったらね、計画的にことしはここのところだ

ね、ことしはこことか、それこそ単年度で物を考えたら何もできんので、そこがこの

長期の将来ビジョンでしょう。だから、そういうことも考えんと。  

○髙木部会長  そういう意見がありますので、予算とかそのお金のほうでいうたら、
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やっぱり安心安全を守っていただかなければいけませんので、だから、毎年、２個ず

つでもふやしていってもらったらね、という前向きな姿勢でひとつよろしくお願いし

たいです。 

○米田市民協働課長  すみません。別に何も無計画に物事をしているつもりじゃな

くて、実は、先ほど申しあげた簡易トイレですとか、そういったものも年次計画をつ

くりまして、順番に今ふやしていったり、それ以外の物でも、例えば避難所になりま

すと、日常生活空間を確保するために、簡易のパーテーションが要るだろうとか、そ

ういったものもちょっとずつですけれども、ふやしていっている状態にありまして、

優先順位のつけ方をどうするかという問題はあるんですけれども、その中でも一度ち

ょっと検討の項目には入れてまいりたいと思います。ただ、また怒られるかもわかり

ませんけれども、限られた予算の中でございますので、そこは工夫をしながらやって

まいりたいなと思います。  

○芦村委員  これに配当するかね。 

○大森委員  さっきのマンホールのトイレの件やけどね、１１カ所では少な過ぎる、

そんなもん。建設局に任しておったらあかん。もう城東区長が先頭に立って、もうち

ょっと考えてもらわんことには、任せっきりではあきませんで。よろしくお願いしま

す。 

○髙木部会長  それ以外。はい、どうぞ。  

○銕委員  公募委員の銕です。限られた予算の中でそれぞれの町会いうんか、御工

夫されている、あるいは御尽力されているのはよくわからせていただくんですけれど

も、いつも同じことを言うてるんですけれども、将来ビジョンが、今回読ませていた

だきまして、初めてこれが非常に内容が、偉い僭越ですけれども、こんな町につくっ

ていかれるというのが、分厚いというか、厚い内容で書かれているのがわかったんで

すけれども、だとすると、こっちの来年度の運営方針ですよね。これの戦略に、前も

言うたと思うんですけれども、自助・共助を基本とするというのが、やはり書かれて
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いるんですよね。大阪市のほうは、もう防災減災条例というのが既に出されています

し、お示しになられていますし、そこには、３条とかで基本理念ということで、まず

公助が挙げられていると思います。同時に行政のほうの責任ということ、あるいは、

職員の方の責任ということで、明記されていると思うんです。この条例のほうで、も

う今お話しされているようなことは、全てというか、ほとんど網羅されておるという

か、そこを区として具体化していただくというふうになっていると思います。  

 そういう意味では、せっかくそんだけ先頭に立って実際やっていただいているんで

すから、自助・共助ではなくて、やはりこの基本とするのは、やっぱり公助というか、

行政の役割というか、責任というか、引っ張っていただいている、そこを書いていた

だくほうが、ずれないのかなというふうに思っています。  

 今、その地域で防災訓練であるとかなんとかかんとか、参加してするとかせんとか

いう話ですけれども、だとすると、有事のときにその訓練に参加している人はあれで

すけれども、してない人はどうなるのかという、あるいは町会に入っていない者はど

うなるのかという、いつもよう起こるような問題がやはり起こってくるし、そういう

ところでは、行政がやはり公益性、公共性、公平性というか、そこをやっぱり保って

いただくのは、もうやっぱり行政というのか、お役所のことだと思うんです。どうし

ても地域住民のところにあれですけれども、将来的には担っていただくんですけれど

も、どうしても全部を網羅できないというか、全体的、あるいは系統的、あるいは計

画的、総合的に漏れていくというか、なかなか全部を網羅できないことがあるかと思

いますので、やっぱり区役所が有事のときには、やっぱり先頭に立ってというか、な

ので、だからこそ、ここへ自助・共助だけではなくて、やっぱりこの条例に基づくよ

うな言葉遣いで書いていただけたらということです。  

 もう一つ、住民意識の向上と書かれていますけれども、実際はもうやはり住民もそ

の市民としての責務、あるいは役割というのが、ここに書かれていると思いますので、

実際のやっぱり知識を持っていくとか、意識だけではなくて、具体的にやっぱり自分



－24－ 

の命や身体の安全、あるいは財産を守っていくのはそうですけれども、そこも含めて、

双方向で全てで連携・協力というか、その中でやっぱり指導していただく、引っ張っ

ていただくことが必要かなというふうに思います。  

 本当にいつも何言うてるかわからんような意見を言わせていただいたんですけれど

も、全体として、やはり城東区の将来ビジョンもですけれども、今ある地域住民の築

いてこられたものとか、あるいはつながりであるとか、人間関係であるとか、温かさ

であるとか、何かそういう情緒的なものの上で、次のまたあれですけれども、やはり

いつもようこの会議でも言われていましたけれども、何かその空き家率も高いとか、

あるいはその空き家がどいた後に何かもう大型マンションとかなんか、そういうふう

な非常に市場原理といいます、そういうのが働くようなものが建っていって、その町

として、あるいは区としての統一感というか、そういうのがないとおっしゃっている

方がおられたと思うんですけれども、やっぱり「住のまち」というふうに打ち出して

いくんであれば、やはり都市計画というか、どんな都市の景観を保っていくのかとい

うことも含めて、やはり区役所の方がある程度、そういうことを示していただけたら、

住民のほうに。そしてまた、双方向でつくり上げていけたらというふうに思います。  

 もう一個は、担い手というふうに言われるんですけれども、高齢化は進んでいます

けれども、地域の幹部の方はもちろん長い間、担っていただいたんですけれども、や

っぱり退職したり、あるいはそこに出てこない中にも、例えば企業で、あるいは他の

機関でいろいろ長年やってきてというか、ノウハウを持っておられる方とか、あるい

はもう専門とか、知識とか、技術とか、そのようなものを持っておられる方はたくさ

んおられるんですから、そこをまた発掘していただいて、つないでいただいて、それ

を生かす。そしてその人たちの意見も反映しながら、将来の城東区というか、そこは

つくっていただけたらというふうに思います。  

○髙木部会長  わかりました。 

○米田市民協働課長  災害時につきましては、公助については我々できる限り大阪
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市の防災計画に沿った形で進めていく、これが前提条件だと思っています。ただ、具

体施策になりますと、やっぱり区に与えられている権限や予算の関係を全体的にほか

の事業も含めて、考えながら進めていかないといけないので、一気に進めるというの

はなかなか具体的には難しい、先ほどの話ではございませんけれども、あろうかと思

います。ただ、やっぱりできるだけ防災計画に沿った形での進め方というのは、おっ

しゃるとおりかと思います。  

 それといわゆる地域におけます自助・公助のところの、自助・共助のところの公平

性云々の話ですけれども、これも以前の部会の中で、僕、お話をしたかと思うんです

けれども、先ほど申しあげましたように、地域の中には２５カ所の災害時避難場所が

ございます。これはそこの地域に住んでいる方だけということではございません。場

合によりますと、例えば一番城東区の西の端の聖賢地区なんかは、京橋の駅に隣接し

ていますので、大きな災害が起こったときに京橋の駅で多くの方が滞留される。そう

いう方をどっかでやっぱり受け入れないといけないということで、東日本の震災のと

きも東京で相当の交通がストップをして、いわゆる足どめをくらった方がいらっしゃ

って、どうするかということで、例えば、企業は企業で考えてはります。城東区の隣

の中央区にあります大阪ビジネスパークは、その中で協議会をつくって、備蓄物資も

ちょっとずつですけれども、確保して、従業員、あるいはそこに来られている方の安

全を守るというようなことも考えておられたりしますけれども、何分電車に乗ってい

る方というのは、そこで電車がとまっちゃいますと、どこかへ一旦、いわゆる避難し

ないといけない。ところが、駅の構内というのは知れていますから、それこそ場合に

よったら雨露もしのげないというふうになってきますと、我々職員が場合によっては

京橋の駅まで出向いて、そういう方を一定避難所ですとか、どこかの場所に誘導する

といったこともこれから考えていかないといけない状態になっています。大きな駅で

は、大阪駅なんかでは既にそういうことが、いろいろな企業さんですとか、団体さん

なんかも参画していただいて、具体的な計画が始まっています。京橋の駅でもようや
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く危機管理室、主導のもとで、そういうことが考えられておりますので、そういった

面についても、避難場所というのは、あくまで地域の方だけのものではなくて、その

付近にお住まいの方、これはいわゆる町会に入っている、入っていない関係なく、被

害を受けられた方、自分の家で住めない状態にある方については、基本的に避難をし

ていただけるということが前提かと思っております。  

 それから、都市計画の件ですけれども、まことに申しわけないんですが、都市計画

のところまで、今まだ区役所のほうには、権限を与えられておりません。ただ、意見

としていろいろ言える場面があるかと思いますので、その辺については、意見として

は、申しあげていきたいと思います。  

 それとあと担い手の発掘の問題でございますけれども、おっしゃるとおり、いわゆ

る団塊の世代の方が定年を迎えられて、家の中にいらっしゃるという状態の中で我々

もそういう方々が地域活動に参画をしていただければ、非常にありがたいと思ってお

るんですけれども、なかなかここはやっぱり日常の日ごろからのつき合いがないとで

すね、その方もいきなりわたし手伝うでというのも言いにくい場面もあろうかと思い

ますし、あそこの御主人、退職しはったからちょっと手伝ってもらうかというのも、

日常のつながりがないとなかなかお声かけもできないということでございますので、

やっぱり基本的には、そんなことも含めて日常の顔を合わせて挨拶をしながら、先ほ

どおっしゃったように、いろんな活動にも出てきていただいて、日常の関係をつくっ

ていく中でお願いをしていくのが大前提かと思っております。 

 大阪市全体で担い手の問題というのは非常に深刻な問題に陥りつつあります。今、

我々も市民局の方もいろいろ相談をさせていただきながら、そういったことについて

もどうすれば担い手の確保ができるのかといったことについても、いろいろ情報提供

させていただきながら進めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いした

いと思います。 

 以上でございます。 
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○髙木部会長  ありがとうございます。ほかに何か意見ございませんか。はい、ど

うぞ。芦村さん。 

○芦村委員  何から言うてええかわからんですけれども、まず、今一般的に格差が

あり過ぎますね。仕事とか、若い人が特にこれいう仕事もなしに、バイトとか、そん

なんでもう町会の仕事なんかを手伝ってもらうような余裕のあるというか、時間があ

るという人が少ないもんやからね、そういうところがまず第一と思って、今までは、

地域で結構自営の方がいろいろ役はできたんですけれども、もう地域のお店はどんど

んどんどんなくなっていっている。大手ばっかりがふえている。そないなると、もう

その地域で旦那であった人たちも、もう余裕がないからお手伝いもできない。その自

助・共助、これはやっぱりそこそこ年齢の若い人は、若い人っていうか、６５から７

０前半ぐらいやったら元気やけど、もう高齢者はとてもじゃないけれども、自分一人、

動くのが大変。そんな人はもうやっぱり役所、公的なところが面倒を見てもらわんこ

とには、その地域の高齢者も自分がもう動くのがせいぜいのところやと思うし、だか

ら、何が先やっていったら、今もう本当若い人が余裕がないから、もう地域のお手伝

いなんかしてくれるという人はほとんど新しい人では入ってこないからね。そこらが

もう本当に担い手が少ないのがあれやし、役している人もそれぞれね、やっぱりそん

なに昔からいうたら、余裕がないもんやから、もう本当に必死でやる時代になってき

たから、余計そないして協力がもらえんので、あとはもうほんま公的なところでもう

高齢者、動けん人は見てもらう。自分で動ける人はできるだけ自分で動く、そういう

ふうに持っていかな、これからは、特にお手伝いもらってしていくというのはちょっ

と無理なんかなと私は思っておるんですけれどもね。  

○髙木部会長  ありがとうございます。米田課長。  

○米田市民協働課長  いわゆる地域の担い手の問題でございますけれども、僕もこ

の仕事をやっていろんな役員さんと雑談をいろいろさせていただくんですけれども、

いろんな人に聞いていますと、２０年、３０年前、もうちょっと前からいらっしゃい



－28－ 

ますかね。いわゆるこどもが小さいときに、こども会の世話をやったり、ＰＴＡをや

ったりというところから始まって、気がついたら今、自分が地域の中で役員をやった

りしているんやと。あとその間に青少年指導員なんかをしながら、地域の関係をつく

りながらということでされているんですけれども、おっしゃるように、今、若い方自

身がなかなかそこまで目を向けないのもありますし、そこまで余裕がないのがあろう

かと思います。 

 それと我々より下の世代というのも、いわゆる共働きがごく普通、普通といいます

か、常識といいますか、いわゆる男女共同参画の関係で女性の方もどんどん社会進出

されていますので、そういった社会に変わってきているという中で、以前でしたら、

もうちょっと余裕のある方は、例えば女性は家におってみたいな感じやったと思うん

ですけれども、そうでなくなってきているという、社会全体が変わってきている問題

もございまして、なかなか我々の範囲の中ではそういったことに対して対応し切れな

い問題もあろうかと思います。  

 それともう１点、おっしゃいました自営業の方。僕もぐるっと地域の役員さんの顔

を見渡しますと、自営業の方が大変たくさんいらっしゃいます。やっぱりその辺はも

ちろん今まででも決して自営業の方が楽やったということではないと思いますけれど

も、自営業の方もやっぱり地域の中でそういう仕事を営んでいく中でいろいろ頼まれ

てそういう役を引き受けになってされてきているんだろうと思いますけれども、いず

れにしましても、いろいろ社会的な問題があって、もともとのところにございますの

で、これをやったから担い手が確保できるという問題ではないだろうと思います。若

者の確保という点でいいますと、例えば、今、成人式のときに、実際中学生までは地

域でこどもの顔ってわかるんですよね。ところが、高校、大学、あるいは働き出した

りしますと、場合によったら、もうそこに住んでない人もいらっしゃいますけれども、

地域の中でなかなか顔を合わせない機会が多くなってくるんですが、成人式について

は、年に一回だけ、二十歳のときに一回だけですけれども、同級生が寄るといった場
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面で、幾つかの地域ではそこでボランティアの募集みたいなことをして、こんなこと

だけでもええから手助けしてくれんかみたいなことをされている地域もあるというふ

うにお聞きをしていまして、わずかですけれども、そういうことに手を挙げてくださ

る若い方もいらっしゃるというふうにお聞きをしているところでございます。  

 それと防災訓練の関係で、若い人との関係ですけれども、今、小学校は、土曜授業

で防災訓練を積極的に地域と連携してやっていただいているんですけれども、例えば

そこに土曜日ですから、保護者の方、いわゆる引き渡しの部分ですね。こどもが学校

にいてるときに災害があったときに、一応学校としてはまずこどもたちは学校の中で

安全を確保した上で、例えば保護者の方が迎えに来たら引き渡しをするといったよう

な一定学校の中でルールをつくられていると思うんですけれども、そういう訓練をさ

れています。そんなところには、やっぱり幾つかの学校でたくさんの保護者の方と一

緒になって大きな防災訓練まではいきませんけれども、若い方も参画していただきな

がらやっているといった例もございますので、そんなことを地域の中でもいろいろ情

報提供しながら、こんな工夫をしたらこんなことがあったでとかいうことも地域同士

でいろいろ情報交換してもらいながら、活動できたらなと思っているところでござい

ますので、また我々もいろいろ情報収集しながら地域の皆さんにはお伝えしてまいり

たいと思います。 

 以上でございます。 

○髙木部会長  ありがとうございます。ほかに何かございませんでしょうか。  

○安田委員  先ほどからいろんな意見が、意見というんですかね、出ておりまして、

それと重複するところがあると思います。また、どないいったらええかな、区役所の

肩もつんかというふうに考えられるかもわかりませんけれども、そうじゃなくて、防

災訓練とか、いろんなことをやって、この分析のところかな、アンケートをとったら、

地域の防災訓練、防災活動に参加したことがあるか聞いたところ、活動は知っていま

したが、参加してことはないとか、いろいろありますけれども。城東連合のちょっと
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恥ずかしい例を言うて申しわけないんですけれども、結構災害訓練やっております。

そのためにもちろん住民が参加できるように回覧で回しています。ところが、僕、知

らんかったっていうのが、もちろん主人、多分奥さんやろうと思うけども、隣から回

覧を回ってくる。回覧、奥さんが見る。なら次もう回してしまいよるわけですわね。

だから、それをこんなんあんねんでっていうことを主人に言えばですね、いついつこ

うこうこんなんあんねん、どうしようとかいうような話をすれば、この日に訓練があ

るとか、何々あるとかいうことがわかると思うんやけど、どうも最近ね、そういう来

たやつを回す、いわゆる判子、いちいち判子を押してないところがあって、判子を押

してくれと。そうでなかったら、書いてくれと。そうせんと回ったかわからんという

ことで、班長会議等でやっとその辺は徹底されて、書くとか判子をつくとかいうこと

で回ったという形にしておるわけですけれども、やっぱり中には、そういうふうなん

があって、もう何でやねんというようなこともありますし、また、城東連合の中でも、

若干高い町会があります。で、そこがマンションやと、こうした場合に、参加しよれ

へんというようなことも、何でやねん。いや、ここのほうが安全や、何かあった場合、

ここのほうが安全やということで、いろんな、そういうふうなことがあって、まずそ

れを徹底さすために、いろんな機会を通じて、いろんなことを話しているんですけれ

ども、非常に難しいなというふうに感じていますね。  

 ですから、先ほどから内山さん以下、ずっと話されているけれども、もうそれは百

も承知、もうわかるし、金がないなとかね。そういうようなこともあるんやけど、や

はりその辺はまた、先ほど髙木会長が言われたようなことで、年に一回ぐらい何かち

ょっとこうするとかね、そういうふうな機会を設けてやっているということやけども、

いずれにしても、いかに町民にいろんなことを徹底するかというのが非常に難しいで

す。私自身、私のことを言うて申しわけないんですけれども、生まれて育ったところ

です。ですから、おやじも町会の役員もしておりましたし、どこに何人おんねんとい

う、マンションはちょっと非常に変動が、出入りがあるのであれですけれども、ほか
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のところは大概わかっているんです。そんな状態で、ほかの町会長会議等で町会長に

もそういうようなことをいろいろ話をするんやけど、町会長によっても差があります

のでね、もうどないしたら徹底できるかな、どないしたら皆に、全部が全部１００％

伝えることができなかっても、ほんの、過去の実績よりも若干でも上がれへんかなと

いうことでやっておるけども、なかなかこちらが思うほど徹底されないというのが実

情で、何かよい意見があれば教えていただきたいなというふうに思っております。  

 以上でございます。 

○髙木部会長  米田課長。 

○米田市民協働課長  いわゆる城東地域、安田会長のところですけれども、非常に

積極的に防災訓練に取り組んでいただいておりまして、地域の皆さんも危機感を抱き

ながら、防災訓練に参加いただいていると思うんですけれども、いかんせん、やっぱ

り参加者数がなかなか伸びないということで、災害救助部長さんからもいろいろ御相

談をいただいたりということをお聞きしています。  

 確かに昔、回覧というのはもっと何か日常的やったし、回覧を見とかんかったら、

置いてきぼりまでは言わんけど、ちょっとね、乗りおくれているなというようなこと

もあったりして、何かその辺、回覧がなくなってきた経緯はいろいろあるんですけれ

ども、やっぱりもう来たら回しておけだけじゃなくて、やっぱり大事なことが書いて

あるんやでということをやっぱり皆さんに知っていただくのは、回覧の場合は必要か

なというふうに思います。それだけではなかなか皆さんに周知するというのは難しい

んですけれども、例えば、地域の掲示板にポスターをつくって貼っていただいたりと

か、いろんなあの手この手を駆使せんとなかなか難しいかなと思います。  

 これを言うと、そんなん無理やでというふうに言う方がたくさんいらっしゃるんで

すけれども、各地域活動協議会でフェイスブックを立ち上げていただきまして、若い

世代の方なんかは、地域が積極的にそういうなものを活用して、情報発信していると

ころなんかについては、やっぱりある程度の方が見ていただいて、いいねを押してい
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ただいているとお聞きしたりしています。やっぱりまだ我々も含めてですけれども、

なかなかやっぱりＩＴになじんでない人間にしますと、難しい部分はあるんですけれ

ども、やっぱり若い人をターゲットに入れようと思うと、そういったことも使いなが

ら、そのためには、ある程度のＳＮＳを活用できる、ある程度の若い年齢の方がいて

ないとできないという、いろんな問題もあるんですけれども、やっぱりそういう一つ

の方策にとどまらずに、情報発信、いわゆるそういったことお知らせなんかについて

は、いろんなもんを駆使していってやっていくということが重要で、それがないと、

なかなかやっぱり一定の層にしか伝わらないというふうになっていきますので、また

我々としても、ちょっとその辺のところはいろいろまた御相談には乗らせていただき

たいと思います。 

 以上でございます。 

○髙木部会長  それでは、皆さん、忌憚のない意見をいただきまして、ありがとう

ございます。そろそろ８時半のめどの時間が迫ってまいりましたので、この後、質問

があろうかと思うんですが、この辺で本日の議会を。  

 それでは、最後に区長さんにまとめをいただきたいと存じます。よろしくお願いし

ます。 

○松本区長  大変活発な意見交換といいますか、意見を言っていただきまして、あ

りがとうございました。大変貴重な御意見だと思いますし、一々ごもっともやなとい

うふうに思いながら聞いておりました。ただ、米田のほうから申しあげましたように、

やはり限られた予算の中で優先順位をつけて、防災・防犯にかかわりまして、どうい

う事業を進めていくのかということについて、私どもとしてもしっかり考えていかな

いといけないというふうにも思います。それとやっぱり社会の変化の中で、特に担い

手の確保というところで、社会の変化の結果として、対応が非常に難しくなっている

という面がございますけれども、少しでも今のいわゆる危機的な状況を改善していく、

そういった方策がないのかどうなのかということについて、区役所としても考えてい
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きたいと思いますし、何かいいアイデアがありましたら、お知恵をおかしいただきた

いというふうに思っているところでございます。  

 また、自助・共助・公助の問題もありましたけれども、発災時、公助が動き出す前

は、やはり自助・共助のほうで一定対応もお願いをしないといけないというところも

ございますので、その点もあわせて御理解をいただきたいというふうに思います。  

 いずれにいたしましても、本日いただきました貴重な御意見につきましては、冒頭

も申しあげましたように、この将来ビジョン並びに次年度の運営方針、さらには予算

のほうにも、その検討の中で十分生かしてまいりたいと考えておりますので、よろし

くお願いをしたいと思います。本日はどうもありがとうございました。  

○髙木部会長  それでは、お時間も迫りましたので、本日、御出席いただいており

ますホンダ議員さんのほうから、御助言をいただきたいと思います。 

○ホンダ議員  お疲れさまでした。遅れて参加して水を差してしまって、申しわけ

ございません。防災に対しましても、やはり一番重要なのかなと、部会の中でそれぞ

れが重要ですけれども、機会があるたびに私も意見を言っているのは、阪神・淡路大

震災のときにはやっぱり淡路島での救助率がすごく高かったというのを聞いています。

向こう三軒両隣、さっき課長もおっしゃっていましたけれども、顔が見えるつき合い

だったので、家が崩れてもあそこにおばあちゃんがいたとか、ここには何とかさんが

いるということで近所同士助け合ったんだということをお聞きしました。そういった

ことをこの大都市大阪でどうやったらできるんだろうなという思いで、私も地域に入

らせていただいているんですけれども、今週の土曜日の区民祭りで、きょうもちょっ

と準備があっておくれてしまったんですが、皆さん、そういった大きな地域活動に対

しても、本当に担い手不足でお忙しくされている中で、町会単位のその百軒近くの単

位の町会をあとどうやって活性化していくべきなのかなというところ、今の市議会の

ほうでも課題感を持って検討させていただいております。なので、連合という大きな

単位は避難所も一つずつあるというところで、とても重要ですけれども、一町会の中
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でほんと見える関係を築いていきたいな、築いていける方法を私も考えたいなと、皆

さんのお話を聞きながらも感じたところです。ありがとうございます。  

○髙木部会長  はい、ホンダ議員、貴重な御助言、ありがとうございます。 

 それでは、城東区区政会議地域防災防犯部会を終了したいと存じます。  

 最後に、事務局、よろしくお願いします。  

○縣総務課長  髙木部会長、安田副部会長、委員の皆様、どうもありがとうござい

ました。 

 それでは、何点か、事務連絡をさせていただきます。先ほど区長からもございまし

たけれども、本日の部会でいただきました御意見を踏まえまして、将来ビジョンや３

０年度の運営方針案、また３０年度の予算案の策定にかかってまいりたいと考えてお

ります。 

 次の１０月開催の本会におきましては、将来ビジョンの素案、あるいは３０年度の

城東区運営方針の素案、そういった形でお示しをさせていただきたいと思います。そ

の節には、また活発な御議論をお願いいたします。 

 それから、資料３の御意見シート、こちらにつきましては、後日で結構でございま

す。郵送、ファクス、メールにてお気づき点がありましたら、お願いしたいと思いま

す。 

 それから、加えまして、もう一つお願いがございます。本日お渡しをさせていただ

いております資料の中に、市政改革プラン２．０（区政編）というのがございます。

こちらにおきましては、後ほど見ていただけたらと思うんですけれども、区における

住民主体の自治の実現に関する取り組みということで、その一つといたしまして、区

政会議の運営について効果的なＰＤＣＡの実施というものが挙げられております。各

区におきまして、区政会議の委員とのより活発な意見交換、区政への委員からの直接

の評価、こういったものに取り組んでいってくださいということになっております。

つきましては、今後の区政や区政会議の運営に反映していきたいと考えておりますの
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で、別にアンケートをお願いしたいと考えております。具体的なアンケートの内容に

つきましては、大阪市全体で、今、検討をさせていただいております。内容が確定次

第、９月の上旬ぐらいになるかと思います。皆様に郵送させていただきますので、同

封いたします返信用封筒で御返信をよろしくお願いしたいと思っております。内容に

つきましては、区政会議の運営に関すること、あるいは区の施策が総合的に判断して、

区の目標の実現に有効であったかどうか評価していただくといったものになる予定で

ございます。 

 区政会議に参加いただきました経験に基づきまして、大変お手数をおかけしますが、

率直な御意見をいただきますよう、よろしくお願いいたします。  

 それでは、本日の区政会議の地域防災防犯部会を終了させていただきます。２年間

任期、長期間にわたりまして参画いただき、本当にお疲れさまでございました。１０

月以降も委員を続けていただく方はもちろんでございますが、今回で委員を退任いた

だく方につきましても、引き続き区政に対して御指導、御鞭撻、何とぞよろしくお願

いいたします。本当にどうもありがとうございました。  

○髙木部会長  長い間、ありがとうございました。  

○縣総務課長  それでは、皆様、お気をつけてお帰りください。  


